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１ 知事及び副知事の給与等に関する条例等の一部を改正する条例関連の新旧対照表 

 

知事及び副知事の給与等に関する条例（昭和28年神奈川県条例第８号）新旧対照表 

<第１条関係> 

改    正 現    行 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第２条関係> 

改    正 現    行 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の48.75 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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教育長の給与等に関する条例（昭和24年神奈川県条例第42号）新旧対照表 

<第３条関係> 

改    正 現    行 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第４条関係> 

改    正 現    行 

第１条・第２条 （略） 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の 48.75 

第１条・第２条 （略） 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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監査委員の給与等に関する条例（昭和26年神奈川県条例第８号）新旧対照表 

<第５条関係> 

改    正 現    行 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第６条関係> 

改    正 現    行 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の48.75 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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公営企業管理者の給与等に関する条例（昭和41年神奈川県条例第51号）新旧対照表 

<第７条関係> 

改    正 現    行 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第８条関係> 

改    正 現    行 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の48.75 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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特別職の秘書の職の指定等に関する条例（平成20年神奈川県条例第５号）新旧対照表 

<第９条関係> 

改  正 現  行 

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5

(3) ３月未満 100分の47.25

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の167.5

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5

(3) ３月未満 100分の50.25

<第10条関係> 

改  正 現 行 

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の162.5

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5

(3) ３月未満 100分の48.75

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5

(3) ３月未満 100分の47.25
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２ 県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和31年神奈川県条例第41号）新

旧対照表 

<第１条関係> 

改    正 現    行 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に

同項の期日以前６月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の207.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の124.5 

(3) ３月未満 100分の62.25 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に

同項の期日以前６月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の222.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の133.5 

(3) ３月未満 100分の66.75 

 

<第２条関係> 

改    正 現    行 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に 100 分の 20 を乗じて得た額の合計額

に同項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100 分の 215 

  (2) ３月以上６月未満 100分の 129 

(3) ３月未満 100分の 64.5 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に

同項の期日以前６月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の207.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の124.5 

(3) ３月未満 100分の62.25 
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３ 職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例等の一部を改正する条例関連の新旧対照表 

 【総務局関係】 

 

職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神奈川県条例第52号）新旧対照表 

〈第１条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第14条の３ （略） 第１条～第14条の３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

112.5を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（人事委員会規

則で定める職員に限る。第16条において「特

定幹部職員」という。）にあつては100分の

92.5を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月

以内の期間における前項の職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

127.5を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（人事委員会規

則で定める職員に限る。第16条において「特

定幹部職員」という。）にあつては100分の

107.5を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月

以内の期間における前項の職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の62.5」と、「100分の92.5」とある

のは「100分の52.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の127.5」とあるのは

「100分の72.5」と、「100分の107.5」とある

のは「100分の62.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第15条の２～第22条 （略） 第15条の２～第22条 （略） 

 

〈第２条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第14条の３ （略） 第１条～第14条の３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

120を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適用

を受ける職員でその職務の級が７級以上であ

るもの並びに同表以外の各給料表の適用を受

ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の

度等がこれに相当するもの（人事委員会規則

で定める職員に限る。第16条において「特定

幹部職員」という。）にあつては100分の100

を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内

の期間における前項の職員の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

112.5を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（人事委員会規

則で定める職員に限る。第16条において「特

定幹部職員」という。）にあつては100分の

92.5を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月

以内の期間における前項の職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定
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改    正 現    行 

割合を乗じて得た額とする。 める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～（４） （略） (１)～(４) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の120」とあるのは

「100分の67.5」と、「100分の100を」とある

のは「100分の57.5を」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の62.5」と、「100分の92.5」とある

のは「100分の52.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第15条の２～第22条 （略） 第15条の２～第22条 （略） 

 

任期付研究員の採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例第５号）新旧対照表 

〈第５条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第 15条第２項中「 100分の

112.5」とあるのは「100分の157.5」と、給与

条例第17条の２第１項中「管理職手当の支給

を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支

給を受ける職員及び任期付研究員条例第３条

第１号の規定により任期を定めて採用された

職員」と、給与条例第21条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例」と、同条第２項中「この条例及びこれ

に」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例並びにこれらに」とする。 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第 15条第２項中「 100分の

127.5」とあるのは「100分の167.5」と、給与

条例第17条の２第１項中「管理職手当の支給

を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支

給を受ける職員及び任期付研究員条例第３条

第１号の規定により任期を定めて採用された

職員」と、給与条例第21条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例」と、同条第２項中「この条例及びこれ

に」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例並びにこれらに」とする。 

第７条 （略） 第７条 （略） 

 

〈第６条関係〉 
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改    正 現    行 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第15条第２項中「100分の120」

とあるのは「100分の162.5」と、給与条例第

17条の２第１項中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第21条第１項中「この条例」と

あるのは「この条例及び任期付研究員条例」

と、同条第２項中「この条例及びこれに」と

あるのは「この条例及び任期付研究員条例並

びにこれらに」とする。 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第 15条第２項中「 100分の

112.5」とあるのは「100分の157.5」と、給与

条例第17条の２第１項中「管理職手当の支給

を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支

給を受ける職員及び任期付研究員条例第３条

第１号の規定により任期を定めて採用された

職員」と、給与条例第21条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例」と、同条第２項中「この条例及びこれ

に」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例並びにこれらに」とする。 

第７条 （略） 第７条 （略） 

 

任期付職員の採用等に関する条例（平成15年神奈川県条例第４号）新旧対照表 

〈第７条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条
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改    正 現    行 

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の157.5」と、給与条例第17条の２第

１項中「管理職手当の支給を受ける職員」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例

第21条第１項及び学校職員給与条例第27条第

１項中「この条例」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例」と、給与条例第21条第２

項及び学校職員給与条例第27条第２項中「こ

の条例及びこれに」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例並びにこれらに」とする。 

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の127.5」とあるのは

「100分の167.5」と、給与条例第17条の２第

１項中「管理職手当の支給を受ける職員」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例

第21条第１項及び学校職員給与条例第27条第

１項中「この条例」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例」と、給与条例第21条第２

項及び学校職員給与条例第27条第２項中「こ

の条例及びこれに」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例並びにこれらに」とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

 

〈第８条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期
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改    正 現    行 

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の120」とあるのは「100

分の162.5」と、給与条例第17条の２第１項中

「管理職手当の支給を受ける職員」とあるの

は「管理職手当の支給を受ける職員及び任期

付職員条例第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員」と、給与条例第21条

第１項及び学校職員給与条例第27条第１項中

「この条例」とあるのは「この条例及び任期

付職員条例」と、給与条例第21条第２項及び

学校職員給与条例第27条第２項中「この条例

及びこれに」とあるのは「この条例及び任期

付職員条例並びにこれらに」とする。 

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の157.5」と、給与条例第17条の２第

１項中「管理職手当の支給を受ける職員」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例

第21条第１項及び学校職員給与条例第27条第

１項中「この条例」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例」と、給与条例第21条第２

項及び学校職員給与条例第27条第２項中「こ

の条例及びこれに」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例並びにこれらに」とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第９条 （略） 第９条 （略） 
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